
申請者用

南相馬市　都市計画課 申　請　者 工事施工者

※告示基準とは：令和2年国土交通省告示1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号

南相馬市屋根耐風改修事業申請手続きの流れ

診断の結果
告示基準（※）に
適合しない

申請書の受理

交付決定通知書の受理

工 事 契 約

工事着手

工事完了報告書の審査

補助金額の確定

補助金確定通知書の受理

補助金請求書の受領

補助金の交付 補助金の受領

完了実績報告書の提出

補助金確定通知書の送付

補助金請求書の提出

補助金の交付申請

交付決定通知書の送付

当該事業完了後、３０日以内に提出すること。

申請前に工事着手した場合は

補助対象となりませんので、

ご注意ください。


